
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（適正化指針）
改正の概要（平成２６年９月３０日閣議決定）

適正化指針とは：入契法（※１）に基づき、国土交通大臣・総務大臣・財務大臣が案を作成し、閣議決定。適正化指針とは：入契法（※１）に基づき、国土交通大臣 総務大臣 財務大臣が案を作成し、閣議決定。

発注者（国、地方公共団体、特殊法人等）は、適正化指針に従って措置を講ずる努力義務
上記３大臣は、各発注者に措置の状況の報告を求め、その概要を公表
国土交通大臣及び財務大臣は各省各庁の長に対し、国土交通大臣及び総務大臣は地方公共団体に対し、特に必要

と認められる措置を講ずべきことを要請

（※１）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

と認められる措置を講ずべきことを要請

ダンピング防止を入札契約適正化の柱として追加する入契法の改正法が成立
予定価格の適正な設定、ダンピング防止、適切な設計変更等を発注者責務として規定する品確法（※２）の改正法が成立

改正のポイント
（※２）公共工事の品質確保の促進に関する法律

改正のポイント

Ⅰ．ダンピング対策の強化
低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用の徹底を求める

Ⅱ 歩切りの根絶Ⅱ．歩切りの根絶
歩切りについて、品確法に違反する旨を明記

Ⅲ．適切な契約変更の実施
追加・変更工事が必要な場合における書面による変更契約の締結や、必要な費用・工期の変更について、これを行
わない場合、建設業法に違反するおそれがある旨を明記し、改めてその適切な実施を求める

Ⅳ．社会保険等未加⼊業者の排除
元請業者については競争参加資格審査等により、下請業者については建設業許可行政庁への通報等により、社会保
険等未加入業者の排除を求める険等未加入業者の排除を求める

Ⅴ．談合防⽌策の強化
予定価格作成を入札書提出後とする等、職員に対する不当な働きかけ等が発生しにくい入札契約手続の導入を追記

適正化指針改正後の運用強化（案）

○低入札価格調査制度等を未導入の地方公共団体に対し、その導入等を要請

○歩切りについては調査を実施し、疑わしい地方公共団体等に個別に説明聴取。必要に応じ個別発注者名を公表
すること等により、改善を促進

適正化指針改正後の運用強化（案）


